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1 特別職報酬等審議会 

（1） 特別職報酬等審議会とは 

担任事務 

市長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額

について意見を述べること。 

 

設置根拠 

 日高市特別職報酬等審議会条例 

 

委員数 

委員 10 人以内 

必要の都度、市長が任命し、審議が終了した時に解任される。 

 

会長 

委員の互選により定める。 

 

職務代理 

会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定す

る委員がその職務を代理する。 

 

会議 

 審議会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが

できない。 

 

事務局 

 総務部 総務課 人事厚生担当 

 電話 042-989-2111（内線 2238）  
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【用語説明】 

議員報酬… 地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬（以下「報酬」という。）

を支給しなければならない旨定められ（自治法第 203 条第 1 項）、その額及び支給方法

は、条例で定めることとされている（同条第 4 項）。 

地方議会議員の「報酬」は、議会の議員が行う勤務に対する反対給付であり生活給ではな

い点で、常勤職員への「給料」とは区別されるとされている。 

（参考：国立国会図書館 調査及び立法考査局 調査と情報―ISSUE BRIEF― No.1053） 

 

特別職の給料等…その職務の特殊性に応じて定められるべきものであって、生計費や民間

賃金の上昇等に相応して決定される一般職の職員の給与とは自ずからその性格を異にし、

また、その額は個々具体的に住民の前に明示するよう条例で定めるべきものである。 

（参考：特別職の報酬等について(昭和 48 年 12 月 10 日自治省行政局公務員部長通知)） 

 

（2） 特別職報酬等審議会の流れ 

 

市  長 特別職報酬等審議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議会の開催 

 

報酬額等の改定額、 

改定時期等を審議 

市議会に議員の報酬並びに

市長、副市長及び教育長の

給料の額に関する条例を提

出する場合 
諮問 

条例改正案を市議会に提出 

答申 
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（3） 日高市特別職報酬等審議会条例 

昭和45年２月16日条例第５号 

日高市特別職報酬等審議会条例 

（設置） 

第１条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、日高市特別職報酬

等審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額

に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額につ

いて審議会の意見を聴くものとする。 

（委員） 

第３条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、日高市の区域内の公共

的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。 

２ 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員

がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

（雑則） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定め
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る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和46年６月22日条例第10号） 

この条例は、昭和46年７月１日から施行する。 

附 則（昭和57年６月18日条例第18号） 

この条例は、昭和57年７月１日から施行する。 

附 則（平成３年９月25日条例第11号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成10年３月25日条例第３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月23日条例第８号） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第５条の規定は公布の日か

ら、第６条の規定は公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律（平成18年法律第

53号。以下「改正法」という。）附則第１条第２号に掲げる規定のうち地方自治法（昭

和22年法律第67号）第238条の４の改正規定の施行の日のいずれか遅い日から施行す

る。 

２ 改正法附則第３条第１項の規定により収入役が在職する場合においては、（中略）

第２条による改正前の日高市特別職報酬等審議会条例（以下「旧報酬審条例」という。）

第２条（中略）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧給与等条例

第１条、旧報酬審条例第２条、旧報酬等条例別表並びに旧旅費条例第２条第１項第１

号及び別表第２の規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。 

附 則（平成20年９月５日条例第24号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年３月19日条例第７号抄） 



５ 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第２条第１

項の規定により同項の旧教育長が在職する場合であって、当該旧教育長の給与の額に

関する条例を議会に提出する場合については、改正後の日高市特別職報酬等審議会条

例の規定は、適用しない。 
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2 令和４年度特別職報酬等審議会に係る答申等 

（1） 令和４年度特別職報酬等審議会答申（写） 

 

 



７ 

 

 

 



８ 

 

 

 



９ 

 

 

（2） 令和４年度特別職報酬等審議会答申の根拠資料 

別冊資料のとおり 
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3 特別職の報酬等及び一般職の給与等の改定状況等 

（1） 特別職の報酬等の改定状況 

（単位：円） 

区     分 改定後（現行） 改 定 前 改定額 改定率 

月  額 適用年月日 月  額 適用年月日 

市長 871,000  R5.4.1 858,000  H8.4.1 13,000  1.5% 

副市長 741,000  R5.4.1 728,000  H8.4.1 13,000  1.8% 

教育長 692,000  R5.4.1 685,000  H8.4.1 7,000  1.0% 

議長 429,000  H28.4.1 420,000  H8.4.1 9,000  2.1% 

副議長 373,000  H28.4.1 351,000  H8.4.1 22,000  6.3% 

常任委員会委員長

及び議会運営委員

会委員長 

359,000  H28.4.1 333,000  H8.4.1 26,000  7.8% 

常任委員会副委員

長及び議会運営委

員会副委員長 

351,000  H28.4.1 325,000  H8.4.1 26,000  8.0% 

議員 349,000  H28.4.1 317,000  H8.4.1 32,000  10.1% 

※１ 改訂額の算出方法：改定後－改訂前＝改定額 

※２ 改訂率の算出方法：（改訂後－改定前）÷改訂前＝改定率 
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（2） 特別職の期末手当の改定状況 

  市長・副市長等 議員 

支給率 改定月数 支給率 改定月数 

平成１７年度 4.35 → 4.40 → 

平成１８年度 4.35 → 4.40 → 

平成１９年度 4.40 0.05 4.45 0.05 

平成２０年度 4.40 → 4.45 → 

平成２１年度 4.05 △ 0.35 4.10 △ 0.35 

平成２２年度 3.85 △ 0.20 3.90 △ 0.20 

平成２３年度 3.85 → 3.90 → 

平成２４年度 3.85 → 3.90 → 

平成２５年度 3.85 → 3.90 → 

平成２６年度 4.00 0.15 4.05 0.15 

平成２７年度 4.20 0.20 4.20 0.15 

平成２８年度 4.30 0.10 4.30 0.10 

平成２９年度 4.40 0.10 4.40 0.10 

平成３０年度 4.45 0.05 4.45 0.05 

令和元年度 4.50 0.05 4.50 0.05 

令和２年度 4.45 △ 0.05 4.45 △ 0.05 

令和３年度 4.30 △ 0.15 4.30 △ 0.15 

令和４年度 4.40 0.10 4.40 0.10 

令和５年度 4.50 0.10 4.50 0.10 

令和６年度 4.60 0.10 4.60 0.10 
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（3） 特別職の減額条例による報酬等の減額 

 

減 額 の 期 間 給 料 月 額 に 対 す る 減 額 率 

自 至 市 長 副市長(助役) 教育長・収入役 

平成１７年４月 平成１９年３月 15% 10% ７％ 

平成１９年４月 平成２１年３月 10% ７％ ５％ 

平成２１年４月 平成２２年３月 10% ７％ ５％ 

平成２２年４月 平成２３年３月 10% ７％ ５％ 

平成２３年４月 平成２４年３月 10% ７％ ５％ 

平成２４年７月 平成２５年３月 50% － － 

平成２５年７月 平成２６年３月 10% ７％ ５％ 

平成２６年４月 平成２６年５月 10% 10％ － 

※助役・収入役は、平成１９年３月末に廃止。 

 

【参考】一般職の減額 

 

減 額 の 期 間 給 料 月 額 に 対 す る 減 額 率 

自 至 
部長級 

課長級 

主幹級 

主査級 

主任級 

技能３級 

主事級 

主事補級 

技能２級 

技能１級 

平成２５年１０月 平成２６年３月 ４．５％ ４％ ３．５％ 
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（4） 一般職の給与改定の仕組み 

日高市職員の給与は、民間給与との均衡が図られるように措置されています。 

その理由は、 

・市場原理による給与決定が困難であること 

・職員も労働者であり、社会一般の情勢に適応した適正な給与の確保が必要であること 

・市民の税金によって賄われていること 

などによります。 

そのため、日高市では、人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告を基に一般職の給与水準を

決定しています。国と県の勧告内容が相違する場合は、より地域の情勢を反映している埼玉

県人事委員会勧告に準拠しています。 

 

 

 

 

 

【参考】人事院勧告の手順 

 

（出典：人事院（令和７年８月）給与勧告の仕組み） 

人事委員会を置いてない市及び町村については、都道府県人事委員会における公民給与の

調査結果等を参考に適切な改定を行うこと。（平成 21 年 8 月 25 日付、総行給第 93 号、総務

事務次官通知「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」） 
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（5） 一般職の給与改定の状況 

＜日高市＞ 

 
給与月額 改定率 

期末・勤勉手当 

年間支給月数 
較差月数 

平成 22 年度 △485 円 △ 0.16％ 3.95 月 △ 0.2 月 

平成 23 年度※ 据置き  据置き  

平成 24 年度 据置き  据置き  

平成 25 年度 据置き  据置き  

平成 26 年度 790 円 0.28％ 4.10 月 0.15 月 

平成 27 年度 779 円 0.40％ 4.20 月 0.10 月 

平成 28 年度 500 円 0.20％ 4.30 月 0.10 月 

平成 29 年度 512 円 0.18％ 4.40 月 0.10 月 

平成 30 年度 601 円 0.19％ 4.45 月 0.05 月 

令和元年度 399 円 0.10％ 4.50 月 0.05 月 

令和２年度 据置き  4.45 月 △ 0.05 月 

令和３年度 据置き  4.30 月 △ 0.15 月 

令和４年度 765 円 0.25％ 4.40 月 0.10 月 

令和５年度 3,250 円 1.05％ 4.50 月 0.10 月 

令和６年度 10,432 円 3.39％ 4.60 月 0.10 月 

令和７年度 未定 未定 4.65 月（仮） 0.05 月 

※平成 23 年度は、国と県の内容が相違したために県準拠とした。 
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＜国＞ 

 
給与月額 改定率 

期末・勤勉手当 

年間支給月数 
較差月数 

平成 22 年度 △ 757 円 △ 0.19％ 3.95 月 △ 0.02 月 

平成 23 年度 △ 899 円 △ 0.23％ 据置き  

平成 24 年度 据置き  据置き  

平成 25 年度 据置き  据置き  

平成 26 年度 1,090 円 0.27％ 4.10 月 0.15 月 

平成 27 年度 1,469 円 0.36％ 4.20 月 0.10 月 

平成 28 年度 708 円 0.17% 4.30 月 0.10 月 

平成 29 年度 631 円 0.15％ 4.40 月 0.10 月 

平成 30 年度 655 円 0.16％ 4.45 月 0.05 月 

令和元年度 387 円 0.09％ 4.50 月 0.05 月 

令和２年度 据置き  4.45 月 △ 0.05 月 

令和３年度 据置き  4.30 月 △ 0.15 月 

令和４年度 921 円 0.23％ 4.40 月 0.10 月 

令和５年度 3,869 円 0.96％ 4.50 月 0.10 月 

令和６年度 11,183 円 2.76％ 4.60 月 0.10 月 

令和７年度 15,014 円 3.62％ 4.65 月（仮） 0.05 月 

令和７年４月１日時点の平均給与及び平均年齢の比較 

 平均給与 平均年齢 

国 414,480 円 41.9 歳 

日高市 377,696 円 43.3 歳 
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（6） 令和７年人事院勧告「本年の給与勧告のポイント」 

 

 



１７ 

 

 

 

（出典：人事院ホームページ） 
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埼玉県内類似団体等の特別職の報酬等 

（1） 県内類似団体と比較 

別冊資料のとおり 

（2） 県内類似団体と加重平均で比較 

別冊資料のとおり 

（3） 県内類似団体（人口差 15,000 人以内）と比較 

別冊資料のとおり 

（4） 前回答申の根拠資料（令和 4年度当時の県内類似団体）で比較 

別冊資料のとおり 

（5） 埼玉県西部地域まちづくり協議会（ダイア）と比較 

別冊資料のとおり 
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【用語説明】 

類似団体…市町村の様態を決定する要素のうちで最もその度合いが強く、しかも容易、か

つ客観的に把握できる「人口」と「産業構造」により設定された類型により、大都市、特

別区、中核市、特例市、都市、町村ごとに団体を分類したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務省ホームページ） 

日高市：Ⅱ－3 
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4 財政状況 

（1） 日高市の財政状況 

別冊資料のとおり 

（2） 県内類似団体の財政状況 

別冊資料のとおり 

（3） 埼玉県西部地域まちづくり協議会（ダイア）の財政状況と比較 

別冊資料のとおり 

（4） 日高市 令和５年度市町村財政比較分析表（普通会計決算） 

別冊資料のとおり 
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5 その他 

（1） 民間の賃上げ状況等について 
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（2） 消費者物価指数 

消費者物価指数の推移 

 

 

総合、生鮮食品を除く総合、生鮮食品及びエネルギーを除く総合の指数及び前年比 

 

 

（出典：2024 年(令和６年)平均消費者物価指数の動向） 


